
右

法会労三多摩ブロック業務研修会
成年後見の申立は書式がしっかりありますが、その後の手続き・実務は役所や金融機関など様々なところが相手。

スムーズに実務を進めるためにどんなことをすれば良いのか、経験豊富な北村弁護士に詳しく伺います！
成年後見制度の

※終了後は懇

記企画に参加し

事務所名（
「そもそも」もお話し頂くので、実務未経験の方もぜひお越しください！
日 時：６月１７日（火）１８：３０～２０：３０

場 所：立川市子ども未来センター２０２会議室

（JR 立川駅南口より徒歩 13 分）

講 師：北村将郎 弁護士

主 催：法会労三多摩ブロック

問合せ：高橋（八王子合同法律事務所内）

TEL 042-645-5151 FAX 042-645-5236 メール non4232m2@docomo.ne.jp
親会もあります。お気軽にご参加下さい！

ます □６月１７日 業務研修会：成年後見

） お名前（

場所：「ENOTECA CANTINA」（立川駅南口徒歩 1分）
参加申込欄

□７月１８日 暑気払い
日時：７月１８日（金）18:30 ころ
） 連絡先（ ）


